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超
え
る
人

▼
給
与
を
1
ヵ
所
か
ら
受
け
て
い
る
人
で
、

給
与
以
外
の
所
得
額
が
20
万
円
を
超
え
る

人
▼
2
ヵ
所
以
上
か
ら
給
与
の
支
払
い
を
受
け

る
人
で
、
年
末
調
整
を
受
け
て
い
な
い
従

た
る
給
与
の
収
入
金
額
と
給
与
以
外
の
所

得
の
合
計
額
が
20
万
円
を
超
え
る
人

▼
営
業
、
農
業
、
報
酬
、
不
動
産
、
年
金
、

譲
渡
な
ど
の
所
得
の
あ
る
人
で
、
税
法
に

よ
り
納
税
が
必
要
な
人

所得税の
還付が受け
られる人

　

次
の
条
件
に
該
当
す
る
人
は
、
確
定
申
告

を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
源
泉
徴
収
さ
れ
た

税
金
が
戻
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▼
マ
イ
ホ
ー
ム
を
ロ
ー
ン
な
ど
で
取
得
し
た

人
▼
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た
人

▼
災
害
や
盗
難
に
遭
っ
た
人

▼
平
成
24
年
中
に
退
職
し
、
再
就
職
し
て
い

な
い
人

還付申告に
必要なもの

•
印
鑑

•
源
泉
徴
収
票
（
コ
ピ
ー
は
不
可
）

▼
生
命
保
険
料
控
除
を
受
け
る
場
合

•
生
命
保
険
料
、
個
人
年
金
保
険
料
、
介
護

医
療
保
険
料
の
控
除
証
明
書

▼
国
民
年
金
保
険
料
・
国
民
年
金
基
金
掛
金

に
つ
い
て
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
場

合
•
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除

証
明
書

▼
地
震
保
険
料
控
除
を
受
け
る
場
合

•
地
震
保
険
料
の
控
除
証
明
書
（
長
期
損
害

保
険
料
の
控
除
証
明
書
も
含
む
）

▼
医
療
費
控
除
を
受
け
る
場
合

•
支
払
っ
た
医
療
費
の
領
収
書

•
保
険
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
た
金
額
の
分
か

る
書
類

▼
寄
附
金
控
除
を
受
け
る
場
合

•
寄
附
先
か
ら
発
行
さ
れ
た
受
領
証
明
書
な

所
得
税
の
確
定
申
告

　
自
営
業
の
人
は
も
ち
ろ
ん
、
会
社
員
も
給

与
以
外
の
所
得
が
あ
る
場
合
は
、
申
告
を
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
申
告
は
、
所
得
税

額
を
決
め
る
だ
け
で
な
く
、
国
民
健
康
保
険

税
な
ど
の
額
を
決
め
る
基
礎
に
も
な
る
大
切

な
手
続
き
で
す
。

　
申
告
が
遅
れ
て
し
ま
う
と
、
所
得
証
明
書

や
納
税
証
明
書
を
発
行
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　
申
告
書
な
ど
の
提
出
書
類
に
つ
い
て
、「
自

書
申
告
」
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
申
告
相
談

会
場
で
も
、
ご
自
分
で
確
定
申
告
書
な
ど
を

作
成
し
て
い
た
だ
く
よ
う
相
談
指
導
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

な
お
、
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
年
間

４
０
０
万
円
以
下
で
、
公
的
年
金
等
に
係
る

雑
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
20
万
円
以
下
の

人
は
、
所
得
税
の
還
付
を
受
け
な
い
場
合
、

そ
の
年
分
に
つ
い
て
確
定
申
告
書
を
提
出
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
町
・
県
民
税
（
住
民
税
）
で
医

療
費
控
除
や
生
命
保
険
料
控
除
な
ど
の
適
用

を
受
け
る
場
合
は
、
町
役
場
へ
町
・
県
民
税

（
住
民
税
）
の
申
告
が
必
要
に
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

確定申告の
必要な人

▼
1
年
間
の
給
与
収
入
金
額
が
2
千
万
円
を

　
2
月
18
日
㈪
か
ら
、
所
得
税
の
確
定
申
告
と
町
・
県
民
税
の
申
告
が
始
ま
り
ま
す
。
期
間
は

3
月
15
日
㈮
ま
で
の
1
ヵ
月
間
。

　
例
年
、
期
間
終
了
日
が
近
づ
く
と
、
窓
口
が
大
変
混
み
合
い
ま
す
。
必
要
な
書
類
を
あ
ら
か

じ
め
準
備
し
て
、
早
め
に
申
告
し
ま
し
ょ
う
。

【
桜
井
税
務
署
☎
42
・
3
5
0
1
　
町
税
務
課
課
税
第
一
係
☎
34
・
2
1
1
2
】

税
の
申
告
は
お
早
め
に

土
・
日
曜
日
を
除
く

2
月

18
日
㈪
～

3
月

15
日
㈮

申
告
期
間
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ど
▼
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け
る
場
合

•
家
屋
な
ど
の
登
記
事
項
証
明
書

•
請
負
ま
た
は
売
買
契
約
書
の
写
し

•
住
民
票

•
住
宅
取
得
資
金
に
係
る
借
入
金
の
年
末
残

高
等
証
明
書

•
増
改
築
の
場
合
の
み
、
右
記
以
外
に
増
改

築
等
工
事
の
証
明
書

▼
災
害
に
よ
る
雑
損
控
除
を
受
け
る
場
合

•
罹
災
証
明
書

•
支
払
っ
た
修
繕
・
修
理
費
な
ど
の
領
収
書

町
・
県
民
税
の
申
告

　
平
成
25
年
1
月
1
日
現
在
、
田
原
本
町
に

住
ん
で
い
る
人
は
、
平
成
24
年
中
の
所
得
状

況
に
つ
い
て
申
告
を
し
て
い
た
だ
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
人

や
、
給
与
所
得
以
外
の
所
得
が
な
い
人
で
勤

務
先
か
ら
町
へ
給
与
支
払
報
告
書
が
提
出
さ

れ
て
い
る
人
は
、
そ
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
申
告
用
紙
は
、
申
告
が
必
要
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
人
に
1
月
下
旬
に
郵
送
し
て
い
ま
す
。

届
い
て
い
な
い
場
合
は
、
税
務
課
に
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

申告に
必要なもの

•
申
告
書

•
印
鑑

所得税の確定申告会場

時間　午前 9 時～午後 5 時（会場の都合などにより、
なるべく午後 4 時ごろまでにお越しください）
備考　申告期間中、桜井税務署では、申告書などの
受付のみで申告会場は設けていません。

桜井市商工会
館への案内図
住所…桜井市
川合 260 の 2

165

桜井税務署

桜井市役所

納税協会

桜井市商工会館

至上本町

至高田

至
奈
良

至
名
古
屋

桜井駅

桜井市商工会館　3 階

町民ホール

内容 日時
年金受給者の事
前 の 所 得 税 確
定 申 告 の 受 付
12

2 月 6 日㈬～ 8 日㈮
午前 9 時 30 分～正午
午後 1 時～ 3 時 30 分

税理士による所
得税の確定申告
地区相談 1

2 月 25 日㈪～ 28 日㈭
午前 9 時 30 分～正午
午後 1 時～ 3 時 30 分

1 土地や株式の譲渡所得や、相続税・贈与税の相
談は行っていません。

2 税務署からのハガキの案内はなくなりましたの
で、申告する人は時間調整のうえお越しください。

町役場 101 会議室

時間　午前 9 時～ 11 時 30 分、午後１時～ 4 時
対象　簡易な申告の「確定申告書 A」、または青色
申告以外の「確定申告書 B」で収支内訳書の作成が
できている人（「確定申告書 A」の人でも内容によ
って税務署〈申告期間中は桜井市商工会館〉で相談
していただく場合があります）
備考　土地や株式の譲渡所得や、相続税・贈与税の
相談は行っていません。

申告期間中、2 月 19 日㈫・22 日㈮、3 月 5 日㈫・
12 日㈫は町役場での申告相談を行っていませんの
で、注意してください。

（詳しくは、折込チラシを参照）

▼
給
与
収
入
が
あ
る
場
合

• 

源
泉
徴
収
票

▼
事
業
を
営
ん
で
い
る
場
合

•
収
入
明
細
書
や
各
種
営
業
帳
簿
な
ど

▼
生
命
保
険
料
控
除
を
受
け
る
場
合

• 

生
命
保
険
料
、
個
人
年
金
保
険
料
、
介

護
医
療
保
険
料
の
控
除
証
明
書

▼
国
民
年
金
保
険
料
・
国
民
年
金
基
金
掛
金

に
つ
い
て
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
場

合
•
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除

証
明
書

▼
地
震
保
険
料
控
除
を
受
け
る
場
合

•
地
震
保
険
料
の
控
除
証
明
書
（
長
期
損
害

保
険
料
の
控
除
証
明
書
も
含
む
）

▼
医
療
費
控
除
を
受
け
る
場
合

•
支
払
っ
た
医
療
費
の
領
収
書

•
保
険
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
た
金
額
の
分
か

る
書
類

▼
寄
附
金
控
除
を
受
け
る
場
合

•
寄
附
先
か
ら
発
行
さ
れ
た
受
領
証
明
書
な

ど申告する
場所

▼
町
役
場
税
務
課
窓
口

▼
各
自
治
会
の
公
民
館
な
ど

※
日
時
・
場
所
を
、
申
告
書
に
同
封
さ
れ
て

い
る
案
内
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
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